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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
総
務
省
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
新
旧

対
照
条
文

○
放
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
三
号
）（
抄
）（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
資
料
の
提
出
）

（
資
料
の
提
出
）

第
七
条

法
第
百
七
十
五
条
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
七
条

法
第
百
七
十
五
条
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
協
会
、
放
送
事
業
者
（
協
会
及
び
小
規
模
施
設

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、

特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
（
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
小
規
模
施
設

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、

基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
又
は
有
料
放
送
管
理
事
業
者
（
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
有
料
放
送
管
理
事
業
者
を
い
う
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

一
般
放
送
事
業
者
（
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
事
業
者
を
除
く
。
以
下

四

一
般
放
送
事
業
者

次
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
放
送
事
業
者

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
八
条
に
規
定
す
る
放
送

又
は
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
一
般
放
送
事
業
者
に

事
業
者
又
は
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
一
般
放
送
事

あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）

業
者
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。）

イ

第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

イ

第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

ハ

法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
放
送
の
再
放
送
に
つ
い
て
の
他
の
放
送
事
業
者
の

ハ

法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
放
送
の
再
放
送
に
つ
い
て
の
他
の
放
送
事
業
者
の
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同
意
に
関
す
る
事
項

同
意
に
関
す
る
事
項

ニ

法
第
百
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
再
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
同

ニ

法
第
百
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
再
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
放
送
の
役
務
の
提
供
条
件
そ
の
他
当
該
再
放
送
の

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
放
送
の
役
務
の
提
供
条
件
そ
の
他
当
該
再
放
送
の

業
務
の
方
法
に
関
す
る
事
項

業
務
の
方
法
に
関
す
る
事
項

ホ

有
料
放
送
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
前
号
ニ
に
規
定
す
る
事

ホ

有
料
放
送
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
前
号
ニ
に
規
定
す
る
事

項

項

五

（
略
）

五

（
略
）

六

有
料
放
送
管
理
事
業
者

法
第
百
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
放
送
の
役
務
に

六

有
料
放
送
管
理
事
業
者
（
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
管

関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概
要
の
説
明
に
関
す
る
事
項
、
法
第
百
五
十

理
事
業
者
を
い
う
。
）

法
第
百
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
放
送
の
役
務
に
関

一
条
の
規
定
に
よ
る
国
内
受
信
者
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
の
処
理
に
関
す
る
事

す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概
要
の
説
明
に
関
す
る
事
項
、
法
第
百
五
十
一

項
並
び
に
法
第
百
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
実
施
方
針
に
策
定
及
び
公
表

条
の
規
定
に
よ
る
国
内
受
信
者
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
の
処
理
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
の
適
正
か
つ
確
実
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

並
び
に
法
第
百
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
実
施
方
針
に
策
定
及
び
公
表
そ

の
他
の
適
正
か
つ
確
実
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

２

法
第
百
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般

放
送
事
業
者
に
対
し
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
前
項
第
四
号

ハ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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○
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）（
抄
）（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
三
条

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

第
三
条

委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
又
は
関
係
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見

は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必

の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


